
第６回奄美保健医療圏地域医療構想調整会議

日 時 令和２年７月28日（火）
午後７時～午後９時

場 所 大島支庁４階大会議室

会 次 第

１ 開 会

２ 奄美保健医療圏地域医療構想調整会議長あいさつ

３ 協議
（１）令和７（2025）年に向けた対応方針について 【資料１】

（２）その他 【資料２】

４ その他

５ 閉 会



所  属 職名 氏  名 備考

1 大島郡医師会 会長 向井 奉文 ＊議長

2 大島郡歯科医師会 会長 町田 慶太

3 鹿児島県奄美薬剤師会 会長 岡村 芳和

4 鹿児島県看護協会大島地区 地区長 和田 百代

5 県立大島病院 院長 石神 純也 ＊副議長

6 大島郡医師会病院 院長 眞田 純一

7 名瀬徳州会病院 院長 松浦 甲彰

8 奄美中央病院 院長 福﨑 雅彦

9 宮上病院 院長 宮上 寛之

10 稲医院 院長 稲 源一郎

11 奄美市 市長 朝山 毅
（代理）
副市長 東 美佐夫

12 大和村 村長 伊集院 幼
（代理）
健康福祉課長 早川 理恵

13 宇検村 村長 元山 公知

14 瀬戸内町 町長 鎌田 愛人
（代理）
保健福祉課長 真地 浩明

15 龍郷町 町長 竹田 泰典

16 喜界町 町長 川島 健勇

17 徳之島町 町長 高岡 秀規

18 天城町 町長 森田 弘光

19 伊仙町 町長 大久保 明

20 和泊町 町長 伊地知 実利

21 知名町 町長 今井 力夫

22 与論町 町長 山 元宗 欠席

23 奄美医療圏 医療保険者 代表 西 幸一郎 ＊奄美市国保年金課長

24 大島地区社会福祉協議会連絡協議会 会長 松井 寿一

25
大島支庁保健福祉環境部兼徳之島
事務所保健衛生環境課

部長兼課長 松岡 洋一郎

第6回奄美保健医療圏地域医療構想調整会議委員 出席名簿



奄美保健医療圏地域医療構想調整会議設置要綱

（設置）

第１条 医療法（昭和２３年法律第２０５号，以下「法」という ）第３０条の１４。

の規定に基づき，医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するための

方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行う

ため，奄美保健医療圏地域医療構想調整会議（以下「調整会議」という ）を設置。

する。

（検討事項）

第２条 調整会議は，前条の目的を達成するために，次の事項について検討する。

(1) 奄美医療圏における将来の病床数の必要量を達成するための方策

(2) 奄美医療圏における地域医療構想の達成を推進するために必要な事項

(3) その他必要な事項

（組織）

第３条 調整会議は，委員３０人以内で組織する。

２ 委員は，法第３０条の１４に掲げる者その他の関係者のうちから大島支庁長が委

嘱又は任命する。

（任期）

第４条 委員の任期は，２年とする。

２ 補欠又は増員により選任された委員の任期は，前任者又は現任者の残任期間とす

る。

３ 委員は，再任を妨げない。

（議長及び副議長）

， 。第５条 調整会議に議長１名及び副議長１名を置き 委員の互選によりこれを定める

２ 議長は，会務を総理し，調整会議を代表する。

３ 副議長は，議長を補佐し，議長に事故あるとき，又は議長が欠けたときは，その

職務を代理する。

（調整会議）

第６条 調整会議は，大島支庁長が招集する。

２ 調整会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３ 議長は，調整会議の議事を整理する。

（専門部会）

第７条 調整会議に，専門的な事項について調査研究するため，必要な専門部会を置

くことができる。

２ 専門部会は，議長がこれを招集する。

３ 第４条，第５条及び第６条第２項から第３項までの規定は，専門部会について準

用する。この場合において，これらの規定中「調整会議」とあるのは「専門部会」

，「 」 「 」 ，「 」 「 」 ，「 」と 委員 とあるのは 部会員 と 議長 とあるのは 部会長 と 副議長



とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。

４ 専門部会の運営に関し必要な事項は，議長が別に定める。

（委員等の代理出席）

第８条 委員又は部会員がやむを得ない事情により出席できない場合においては，そ

のものが指定し，代理出席させることができる。

（関係者の出席等）

第９条 調整会議又は専門部会において必要があると認めるときは，議長又は部会長

は，学識経験を有する者又は関係者の出席を求め，意見を聴くことができる。

（報償費及び旅費）

第10条 委員及び部会員（代理出席者を含む ）並びに前条の規定により出席した者。

には 「報償費」及び「普通旅費」を支給することができる。，

（庶務）

第11条 調整会議の庶務は，大島支庁保健福祉環境部健康企画課で処理する。

（その他）

第12条 この要綱に定めるもののほか，調整会議の運営に関し必要な事項は，議長が

定める。

附則

この要綱は，平成２８年１２月２６日から実施する。


